
サービス約款 

 

第１章  総 則                                              

 第１条  （取り扱いの準則）                                       

有）ケーアイエスコミュニケーションズ（以下「当社」）は、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）の法令の規

定に基づき当社が定めた「ＫＩＳＮＥＴインターネットサービス約款」（以下「約款」）によってＫＩＳＮＥＴインタ

ーネットサービス（以下「ＫＩＳＮＥＴ」）を提供します。                  

 第２条  （契約者の定義）                                        

約款を承認の上ＫＩＳＮＥＴの利用を申し込み、当社が承認した方を加入契約者と定義します。      

 第３条  （約款の変更）                                         

１．当社は、約款を加入者の承認を得ることなく変更することがあります。               

２．約款を変更するときは、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、当社の定めた方法により事前に

その内容を通知します。                             

                                                      

第２章  利用契約                                                                                 

 第４条  （利用申し込み）                                        

ＫＩＳＮＥＴの利用申し込みをする方は、当社が別に定める契約申し込み用紙に次の事項を記載して当社に提出してい

ただきます。                                    

１．利用申し込みをする方の氏名又は商号及び住所又は居所、法人にあってはその代表者の氏名      

２．サービス種別及びサービス品目                                 

３．利用開始希望年月日                                      

４．その他ＫＩＳＮＥＴの利用を受けるために必要な事項                       

 第５条  （利用契約の成立）                                       

ＫＩＳＮＥＴの利用契約は、利用申し込みに対して、当社がこれを受諾したときに成立します。      

 第６条  （最低契約期間）                                          

ＫＩＳＮＥＴの契約期間は、1年または 1ヶ月とします。                            

 第７条  （契約の自動継続）                                       

加入者が契約期間を満了する場合、解約等の申し入れがない場合、自動継続とみなします。        

 第８条  （権利譲渡の禁止）                                       

契約者は、ＫＩＳＮＥＴの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。           

 第９条  （申し込みの拒絶）                                       

当社は、次の各号に該当する場合には、ＫＩＳＮＥＴの利用申し込みを受諾しない場合があります。    

１．申し込みに係わるＫＩＳＮＥＴの提供又は当該サービスに係わる装置の保守が技術上著しく困難な場合                

２．ＫＩＳＮＥＴの申込者が、当該申し込みに係わる契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合              

３．ＫＩＳＮＥＴの申込者が、第１３条（提供の停止）第１項に該当する場合              



５．ＫＩＳＮＥＴの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合                      

６．その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合                        

 

 第１０条  （契約事項の変更等）                                               

１．契約者は、ＫＩＳＮＥＴ種別、サービス品目の変更、ネットワーク接続装置の移転の変更等を請求することができ

ます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。                                             

  第１１条  （契約者の地位の承継）                                            

１．契約者が死亡した場合には、当該個人に係わるＫＩＳＮＥＴは終了します。                

２．契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併

により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から３０日以内にその旨を当社に通知し

てください。                                  

 第１２条 （契約者の氏名等の変更）                                             

契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してくだ

さい。                                                 

                                               

第３章 提供の停止                                                       

 第１３条 （提供の停止）                                                    

１．当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてＫＩＳＮＥＴの提供を停止することがあ

ります。                                             

１）ＫＩＳＮＥＴの料金、割増金又は遅延賠償金等の支払い期日を経過してもなお支払わない場合                                        

２）第２６条（契約者の義務）の規定に違反したとき                               

３）明らかに公序良俗に反する態様においてＫＩＳＮＥＴを利用したとき                 

４）申し込みにあったて虚偽の次項を記載したことが判明したとき                      

５）前各号の掲げる事項の他、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を

及ぼし又及ぼすおそれのある行為をしたとき                   

２．当社は、前項の規定によりＫＩＳＮＥＴの提供を停止しようとするときは、予めその理由、実施期日及び実施期間

を契約者に、当社の定める方法で通知します。                     

 第１４条 （提供の中止）                                                    

１．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、ＫＩＳＮＥＴの提供を中止することがあります。   

１）当社の電気通信設備の保守上又は工事上止むを得ない場合                         

２）当社の電気通信設備に止むを得ない障害が発生した場合                              

３）第１３条（通信利用の制限）の規定によるとき                                 

４）第一種通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりＫＩＳＮＥＴの提供を行うことが困難になった

場合                                             

２．当社は、前項規定によりＫＩＳＮＥＴの提供を中止しようとするときは、予めその理由、実施期日及び実施期間を

契約者に、当社の定める方法で通知します。但し、緊急止むを得ない場合はこの限りではありません。                                    



                                                                                   

 第１５条 （通信利用の制限）                                       

１．当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信の一部又は全部を接続することができなくなった場合に

は、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、ＫＩＳＮＥＴの提供を制限し、

又は中止する措置を取ることがあります。            

２．ＫＩＳＮＥＴをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限す

ることがあります。                                

 第１６条 （サービス廃止）                                        

１．当社は、都合によりＫＩＳＮＥＴの特定のサービスを廃止することがあります。           

２．当社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する３ヶ月前までに書面によりその旨

を通知します。                                  

３．契約者は、第１項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係わる品目のサービ

スに代えて他の種別又は品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については第１０条（契

約事項の変更等）の規定を準用します。              

                                                      

第４章  契約の解除                                            

 第１７条 （当社が行う利用契約の解除）                                  

１．当社は、第１３条（提供の停止）の規定によりＫＩＳＮＥＴ契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中

になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。    

２．当社は、契約者が第１３条（提供の停止）第１項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行

上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に係わらず、同条に定める提供の停止   

をすることなくその利用契約を解除することができます。                      

３．当社は、前２項の規定により利用契約を解除しようとするときは、予め書面により契約者にその旨を通知します。           

 第１８条 （契約者が行う利用契約の解除）                                 

１．契約者は、ＫＩＳＮＥＴの契約を解除するとき（次項又は第３項の規定による場合を除く）は、当社に対し解除の

日の２ヶ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知にお

いて解除の日とされた日までの期間が２ヶ月未満であるときは、解除の効力は当該通知があった日から２ヶ月を経過す

る日に生じるものとします。            

２．契約者は、第１４条（提供の中止）又は第１５条第１項（通信利用の制限）の事由が生じたことにより、ＳＹＳＮ

ＥＴを利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係わる契約の目的を達することができな

いと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が

生じたものとします。               

３．第１６条（サービスの廃止）第１項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき（同条第３項の規定によ

り、サービス種別又は品目に変更があった場合を除く）は、当該廃止の日に当該品目に係わるＫＩＳＮＥＴの契約が解

除されたものとします。                      

                                                      



第５章  料金等                                                         

 第１９条 （料金等）                                                      

１．ＫＩＳＮＥＴの料金及び関連費用（以下「料金等」）は以下の項目からなります。           

１）初期費用                                                       

契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金で、各サービス種別で定める細目からなります                          

２）サービス費用                                                     

契約者が、ＫＩＳＮＥＴの対価として支払う基本料を含む費用で、各サービス種別で定める細目からなります                              

３）契約事項の変更に伴う費用                                             

契約者のサービスの状態変更に係わる費用でサービス種別及び品目の変更を含めて、各サービス種別で定める細目から

なります                                       

 第２０条 （契約者の支払い義務）                                            

１．契約者は、当社に対しＫＩＳＮＥＴの利用に係わる前条に規定した初期費用、サービス費用及び必要に応じて契約

事項の変更に伴う費用を、当社が定める料金表による料金を当社が定める方法で支払うものとします。                                    

２．初期費用の支払い義務は、第５条（利用契約の成立）の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期

費用は、契約解約時にも返却致しません。                        

３．サービス費用の支払い義務は、第５条（利用契約の成立）の規定により、利用契約が成立したときに発生します。

サービス費用は、契約解約時にも返却致しません。                  

４．契約事項の変更に伴う費用は、当該変更又は移転ごとに発生し、その支払い義務は当社が第１０条（契約事項の変

更等）の請求を承諾したときに発生します。                      

５．第１３条（提供の停止）の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、

当該サービスがあったものとしてとりあつかいます。                 

６．第１４条（提供の中止）の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、

当該サービスがあったものとして取り扱います。                  

 

 第２１条 （料金等の請求時期及び支払い期日）                                     

１．ＫＩＳＮＥＴの料金等は、当社の定める料金表に従い請求いたします。                 

２．ＫＩＳＮＥＴの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その

料金等を支払うものとします。                              

 第２２条 （割増金）                                                  

ＫＩＳＮＥＴの料金等を不法に免れた方は、その免れた額の他、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします）

の２倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。          

 第２３条 （遅延損害金）                                                  

契約者は、ＫＩＳＮＥＴの料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年１４．５％の遅延損害金を当社に支払

わなければなりません。                                      

                                                     

 第２４条 （消費税）                                                                                 



契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費

税相当額を加算した額とします。                                                                                         

                                                                                                                                

第６章  雑則                                                                                       

 第２５条 （機密保持）                                                                                

当社は、利用契約の復行に際し知り得た契約者の業務上の機密（通信の秘密含む）を、第三者に漏らしません。                            

 第２６条 （契約者の義務）                                                                           

１．契約者は、当社から発行されたログイン名及びパスワード管理の責任を負います。ログイン名及びパスワードを忘

れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。                                                       

２．契約者が他のネットワーク（国内外）を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従わなけ

ればなりません。                                                                                                                

 第２７条 （免責）                                                                                  

１．当社は、第１３条、第１４条、第１５条、第１６条の規定によりＫＩＳＮＥＴの提供を停止、中止、制限、廃止に

よって、加入者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。                                                        

２．当社は、契約者がＫＩＳＮＥＴによって得る情報の正確性、安全性、を保証致しません。またＳＹＳＮＥＴの利用

により加入者に発生したいかなる障害・損害についても、当社には一切責任は無いものとします。                                    

３．ＫＩＳＮＥＴのご利用により、加入者が他の加入者又は第三者に損害を与えた場合、当該加入者の責任と費用にお

いて解決していただき、当社に損害を与えないものとします。                                                      

                                                                                                                               

                                                                                                                                

 附則                                                                                                                     

    この約款は、平成１２年６月１日から実施します。                                                             

 


